
マイナンバーカード電子証明書更新の専用窓口開設と事前予約サービスをスタート 
 

～電子証明書の大量更新に備えたフロントヤード改革の実践～ 

 

 
 

 
 
◇本市では、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限（作成から５回目の誕生日）を迎え

る市民が増加することから、スムーズな更新手続きを実現するため、市役所ロビーに「電子
証明書更新」手続きの専用窓口を開設した。 

 
◇市民の約８割（約73,000名）がマイナンバーカードを所有しているおり、マイナポイント事業の

期間（2020年度（令和２年度）から2022年度（令和４年度））に交付が集中したため、今年度
からの３年間で、約42,500枚のカードが電子証明書の更新時期を迎える。 

 
◇「電子証明書更新」手続きの専用窓口は、事前WEB予約による「待たない窓口」及びマイナ

ンバーカードを活用した「書かない窓口」など本市が取り組んでいるフロントヤード改革（窓口
改革）の一環として実施する。 
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